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■対象　次の全てに該当する方
▶市販の妊娠検査薬で陽性を確認した方

▶申請日において芦屋市に住民登録があること

▶市町村民税非課税世帯または生活保護世帯に属する妊婦

※市町村民税は申請の前年（１月～６月末までの申請は前々年）

の所得に対するもの

▶妊婦健診を受診する医療機関等と芦屋市が、支援に必要な情

報を共有することに同意いただける方

■対象費用・助成内容　初回産科受診料（妊娠判定に要する診察、　
尿検査等にかかる費用のうち自己負担分）

■助成額　１回の妊娠判定につき上限10,000円（１年度につき２回まで）

■申請に必要なもの
・初回産科受診費用助成金申請書兼請求書

・申請者の属する世帯の課税状況がわかる書類

・妊娠判定のための産科受診時の領収書および明細書（原本に限る）

・�申請者名義の振込先がわかる預金通帳（またはキャッシュカー

ド）の写し

・妊娠と診断されたことがわかるもの（例：母子健康手帳の表紙）

■申し込み　４月１日以降に受診した日から１年以内に上記の書類
をこども家庭・保健センターに持参ください。

妊婦さんとそのご家族が安心して出産を迎えられるよう、また楽しく
育児ができるよう、沐浴などの体験や相談会を実施します。

10月１日以降に、芦屋市こども家庭・保健セン
ターに妊娠届出書を提出された際に※コープこ
うべの協力によりマタニティギフトセットを贈
呈します。（芦屋市に住民票があり、現在妊娠中
の方へもこども家庭・保健センターでお渡しす
ることができます。※要母子健康手帳）

夫婦での受診・検査をサポート
～不妊治療ペア検査を助成～

母になる喜びをすべての人に
～低所得世帯の妊婦さんを支援～

■対象　次の全てに該当する方
▶申請日現在、芦屋市に住民登録のある法律上の婚姻または事実
婚の夫婦であること
▶初回検査日における妻の年齢が43歳未満であること
▶夫婦そろって、不妊かどうかを調べる検査を受けていること
　（やむを得ず夫婦別で受診し、夫と妻の初回受診の間隔が３カ月
　以内の場合は可）
▶他の自治体が実施する不妊検査費の助成を受けていないこと
■助成額　助成対象となる不妊検査に要した医療保険適用外の
医療費の10分の７の額とし、上限５万円まで
■申請に必要なもの
・芦屋市不妊治療ペア検査助成事業申請書
・芦屋市不妊治療ペア検査助成事業受診等証明書
・領収書原本
・夫婦もしくは事実婚であることの証明
・申請者名義の振込先がわかる預金通帳（またはキャッシュカード）の写し
■申し込み　４月１日以降に検査を実施した年度の末日（３月31
日）までに上記の書類を、こども家庭・保健センターに持参もしく
は郵送で提出してください。
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参加いただいた方には※コープこう
べの協力によりパンケーキミックス
やランチボックスをプレゼント。
（数に限りがあります）

トートバッグ・サーモボトル・保湿ティッシュ
リーフレットなど

■内容
①赤ちゃんのお世話をパパも体験

②マタニティヨガ体験

（10時15分～・11時15分～）〈先着順〉

③助産師による相談＆アロマハンド

マッサージ

④保育所等に関する相談

⑤キッズお楽しみコーナー

（絵本の読み聞かせ・元NHKうたのおにいさんと

と歌って遊ぼう）

将来、こどもを授かりたいと希望する夫婦が、早期に
夫婦で受診・検査を行うことで不妊症の原因を発見
し、効果的な治療へ繋げるため、不妊治療の入り口と
なる検査費用を助成します。

こどもを授かりたかったのですが、結婚後しばらく
経っても授からず、不妊治療を始める前の検査を受け
ました。原因がわかる期待と結果が怖い不安がありま
したが、夫と相談しながら病院へ通いました。不妊治療
を考えている方へのアドバイスとして、ひとりで抱え
込まずパートナーや周りに頼ってください。不妊治療
への社会の理解は進んでいますが、心理的にも支えが
必要だと思います。

妻の検査後、異常がない状態でも妊娠に至らなかっ
たため自身も検査することにしました。
検査には若干抵抗はありましたが、自身がすべきこ
と（治療なのかタイミングを待つのか）が明らかにな
るためモヤモヤした気持ちは落ち着いてきました。
不妊治療の保険適用やペア検査の助成制度も含め、
社会の理解が広がっていると思います。

妻

夫

まずは自分の体の状態を知ることから始めよう
不妊治療ペア検査を経験したYご夫婦
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■日時　９月28日（土）午前10時～正午　■会場　市役所分庁舎２階

※芦屋市と生活協同組合コープこうべは包括連携協定を結んでいます

パパも赤ちゃんの
お世話を体験

低所得世帯の妊婦さんが、妊娠の判断
を受けるために産科医療機関等を受診
する際、初回受診費用の一部を助成し
ます。


